
令
和
六
年
デ
ジ
タ
ル
庁
・
総
務
省
令
第
八
号

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
第
九
条
第
一
項
に
規

定
す
る
準
法
定
事
務
及
び
準
法
定
事
務
処
理
者
を
定
め
る
命
令

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第

二
十
七
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利

用
等
に
関
す
る
法
律
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
準
法
定
事
務
及
び
準
法
定
事
務
処
理
者
を
定
め
る
命
令
を
次
の
よ

う
に
定
め
る
。

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律

第
二
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
九
条
第
一
項
の
準
法
定
事
務
処
理
者
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る

者
と
し
、
同
項
の
準
法
定
事
務
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
者
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
務

と
す
る
。

一
　
都
道
府

県
知
事
、
市

長
（
特
別
区

の
区
長
を
含

む
。
）
又
は
社

会

福

祉

法

（
昭
和
二
十
六

年
法
律
第
四

十
五
号
）
に

規
定
す
る
福

祉
に
関
す
る

事
務
所
を
管

理
す
る
町
村

長

「
生
活
に
困
窮
す
る
外
国
人
に
対
す
る
生
活
保
護
の
措
置
に
つ
い
て
」
（
昭
和
二
十
九
年
五
月
八

日
付
け
社
発
第
三
百
八
十
二
号
厚
生
省
社
会
局
長
通
知
）
に
基
づ
く
外
国
人
（
日
本
の
国
籍
を

有
し
な
い
者
を
い
う
。
）
で
あ
っ
て
生
活
に
困
窮
す
る
者
に
係
る
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五

年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
に
よ
る
保
護
の
決
定
及
び
実
施
、
就
労
自
立
給
付
金
若
し
く
は
進

学
・
就
職
準
備
給
付
金
の
支
給
、
被
保
護
者
健
康
管
理
支
援
事
業
の
実
施
、
保
護
に
要
す
る
費

用
の
返
還
又
は
徴
収
金
の
徴
収
の
取
扱
い
に
準
じ
た
事
務
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ

る
も
の

一
　
生
活
保
護
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
準
じ
て
行
う
保
護
（
以
下
こ
の
欄
に
お
い
て

「
保
護
」
と
い
う
。
）
の
実
施
に
関
す
る
事
務

二
　
生
活
保
護
法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
準
じ
て
行
う
保
護
の
開
始
若
し
く
は
同
条
第

九
項
の
規
定
に
準
じ
て
行
う
保
護
の
変
更
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て

の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

三
　
生
活
保
護
法
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
準
じ
て
行
う
職
権
に
よ
る
保
護
の
開
始
又
は

同
条
第
二
項
の
規
定
に
準
じ
て
行
う
職
権
に
よ
る
保
護
の
変
更
に
関
す
る
事
務

四
　
生
活
保
護
法
第
二
十
六
条
の
規
定
に
準
じ
て
行
う
保
護
の
停
止
又
は
廃
止
に
関
す
る
事
務

五
　
生
活
保
護
法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
準
じ
て
行
う
資
料
の
提
供
等
の
求
め
に
関
す

る
事
務

六
　
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
準
じ
て
行
う
就
労
自
立
給
付
金
の
支
給

の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に

関
す
る
事
務

七
　
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
準
じ
て
行
う
進
学
・
就
職
準
備
給
付
金

の
支
給
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る

応
答
に
関
す
る
事
務

八
　
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
準
じ
て
行
う
被
保
護
者
健
康
管
理
支
援

事
業
の
実
施
に
関
す
る
事
務

九
　
生
活
保
護
法
第
六
十
三
条
の
規
定
に
準
じ
て
行
う
保
護
に
要
す
る
費
用
の
返
還
に
関
す
る

事
務

十
　
生
活
保
護
法
第
七
十
七
条
第
一
項
又
は
第
七
十
八
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に

準
じ
て
行
う
徴
収
金
の
徴
収
（
同
法
第
七
十
八
条
の
二
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
準
じ
て

行
う
徴
収
金
の
徴
収
を
含
む
。
）
に
関
す
る
事
務

二
　
地
域
優

良
賃
貸
住
宅

制

度

要

綱

（
平
成
十
九
年

三
月
二
十
八

地
域
優
良
賃
貸
住
宅
制
度
要
綱
に
基
づ
く
地
域
優
良
賃
貸
住
宅
の
管
理
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ

て
次
に
掲
げ
る
も
の

一
　
地
域
優
良
賃
貸
住
宅
制
度
要
綱
第
七
条
に
規
定
す
る
入
居
の
申
込
み
の
受
理
、
そ
の
申
込

み
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
込
み
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

日
付
け
国
住

備
第
百
六
十

号
国
土
交
通

省
住
宅
局
長

通
知
）
第
二

条
第
九
号
に

規
定
す
る
地

域
優
良
賃
貸

住
宅
（
公
共

供
給
型
）
又

は
同
条
第
十

六
号
に
規
定

す
る
公
営
型

地
域
優
良
賃

貸
住
宅
（
公

共
供
給
型
）

の
供
給
を
行

う
都
道
府
県

知
事
又
は
市

町
村
長
（
特

別
区
の
区
長

を
含
む
。
）

二
　
地
域
優
良
賃
貸
住
宅
制
度
要
綱
第
九
条
に
規
定
す
る
地
域
優
良
賃
貸
住
宅
に
係
る
賃
貸
借

契
約
の
解
除
に
関
す
る
事
務

三
　
都
道
府

県
知
事

「
特
定
感
染
症
検
査
等
事
業
に
つ
い
て
」
（
平
成
十
四
年
三
月
二
十
七
日
付
け
健
発
第
〇
三
二
七

〇
一
二
号
厚
生
労
働
省
健
康
局
長
通
知
）
の
特
定
感
染
症
検
査
等
事
業
実
施
要
綱
に
基
づ
く
ウ

イ
ル
ス
性
肝
炎
患
者
等
の
重
症
化
予
防
推
進
事
業
に
係
る
陽
性
者
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
事
業
の
実

施
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
「
ウ
イ
ル
ス
性
肝
炎
患
者
等
の
重
症
化
予
防
推
進
事
業
の
実
施
に

つ
い
て
」
（
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
付
け
健
肝
発
〇
三
三
一
第
一
号
厚
生
労
働
省
健
康

局
疾
病
対
策
課
肝
炎
対
策
推
進
室
長
通
知
）
の
ウ
イ
ル
ス
性
肝
炎
患
者
等
の
重
症
化
予
防
推
進

事
業
実
施
要
領
に
規
定
す
る
初
回
精
密
検
査
費
用
若
し
く
は
定
期
検
査
費
用
に
係
る
請
求
の
受

理
、
そ
の
請
求
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
請
求
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
も
の

四
　
都
道
府

県
知
事

「
感
染
症
対
策
特
別
促
進
事
業
に
つ
い
て
」
（
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
付
け
健
発
第
〇
三
三

一
〇
〇
一
号
厚
生
労
働
省
健
康
局
長
通
知
）
の
肝
炎
治
療
特
別
促
進
事
業
実
施
要
綱
に
基
づ
く

肝
炎
治
療
特
別
促
進
事
業
の
実
施
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の

一
　
「
感
染
症
対
策
特
別
促
進
事
業
に
つ
い
て
」
の
肝
炎
治
療
特
別
促
進
事
業
実
施
要
綱
に
規

定
す
る
肝
炎
治
療
特
別
促
進
事
業
に
必
要
な
費
用
に
相
当
す
る
金
額
の
算
定
に
関
す
る
事
務

二
　
「
肝
炎
治
療
特
別
促
進
事
業
の
実
務
上
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」
（
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一

日
付
け
健
疾
発
第
〇
三
三
一
〇
〇
三
号
厚
生
労
働
省
健
康
局
疾
病
対
策
課
長
通
知
）
に
規
定
す

る
医
療
給
付
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対

す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

三
　
「
肝
炎
治
療
特
別
促
進
事
業
の
実
務
上
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」
に
規
定
す
る
肝
炎
治
療
特

別
促
進
事
業
に
必
要
な
費
用
に
相
当
す
る
金
額
を
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
の
医
療
費

の
請
求
の
受
理
、
そ
の
請
求
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
請
求
に
対
す
る
応
答
に

関
す
る
事
務

五
　
都
道
府

県
知
事

「
肝
が
ん
・
重
度
肝
硬
変
治
療
研
究
促
進
事
業
に
つ
い
て
」
（
平
成
三
十
年
六
月
二
十
七
日
付
け

健
発
〇
六
二
七
第
一
号
厚
生
労
働
省
健
康
局
長
通
知
）
の
肝
が
ん
・
重
度
肝
硬
変
治
療
研
究
促

1



進
事
業
実
施
要
綱
に
基
づ
く
肝
が
ん
・
重
度
肝
硬
変
治
療
研
究
促
進
事
業
の
実
施
に
関
す
る
事

務
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の

一
　
「
肝
が
ん
・
重
度
肝
硬
変
治
療
研
究
促
進
事
業
に
つ
い
て
」
の
肝
が
ん
・
重
度
肝
硬
変
治

療
研
究
促
進
事
業
実
施
要
綱
に
規
定
す
る
肝
が
ん
・
重
度
肝
硬
変
治
療
研
究
促
進
事
業
に
必
要

な
費
用
に
相
当
す
る
金
額
の
算
定
に
関
す
る
事
務

二
　
「
肝
が
ん
・
重
度
肝
硬
変
治
療
研
究
促
進
事
業
の
実
務
上
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」
（
平
成
三

十
年
七
月
十
二
日
付
け
健
肝
発
〇
七
一
二
第
一
号
厚
生
労
働
省
健
康
局
が
ん
・
疾
病
対
策
課
肝

炎
対
策
推
進
室
長
通
知
）
に
規
定
す
る
参
加
者
証
の
交
付
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事

実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

三
　
「
肝
が
ん
・
重
度
肝
硬
変
治
療
研
究
促
進
事
業
の
実
務
上
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」
に
規
定

す
る
自
己
負
担
額
の
軽
減
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
の
医
療
費
若
し
く
は
助
成
額
の
請

求
の
受
理
、
そ
の
請
求
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
請
求
に
対
す
る
応
答
に
関
す

る
事
務

六
　
文
部
科

学
大
臣

国
の
設
置
す
る
高
等
学
校
等
に
係
る
高
等
学
校
等
修
学
支
援
事
業
費
補
助
金
（
学
び
直
し
へ
の

支
援
）
交
付
要
綱
（
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
文
部
科
学
大
臣
決
定
）
に
規
定
す
る
高
等
学
校

等
学
び
直
し
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の

一
　
「
国
の
設
置
す
る
高
等
学
校
等
に
係
る
高
等
学
校
等
学
び
直
し
支
援
金
の
取
扱
い
に
つ
い

て
」
（
令
和
六
年
四
月
一
日
文
部
科
学
省
初
等
中
等
教
育
局
長
決
定
）
に
規
定
す
る
高
等
学
校

等
学
び
直
し
支
援
金
に
係
る
受
給
資
格
の
認
定
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ

い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

二
　
「
国
の
設
置
す
る
高
等
学
校
等
に
係
る
高
等
学
校
等
学
び
直
し
支
援
金
の
取
扱
い
に
つ
い

て
」
に
規
定
す
る
高
等
学
校
等
学
び
直
し
支
援
金
に
係
る
収
入
状
況
の
届
出
の
受
理
、
そ
の
届

出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
届
出
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

七
　
都
道
府

県
知
事
又
は

都
道
府
県
教

育
委
員
会

高
等
学
校
等
修
学
支
援
事
業
費
補
助
金
（
学
び
直
し
へ
の
支
援
）
交
付
要
綱
（
平
成
二
十
六
年

四
月
一
日
文
部
科
学
大
臣
決
定
）
に
規
定
す
る
高
等
学
校
等
学
び
直
し
支
援
金
の
支
給
に
関
す

る
事
務
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の

一
　
「
高
等
学
校
等
修
学
支
援
事
業
費
補
助
金
（
学
び
直
し
へ
の
支
援
）
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」

（
令
和
六
年
四
月
一
日
文
部
科
学
省
初
等
中
等
教
育
局
長
決
定
）
に
規
定
す
る
高
等
学
校
等
学

び
直
し
支
援
金
に
係
る
受
給
資
格
の
認
定
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て

の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

二
　
「
高
等
学
校
等
修
学
支
援
事
業
費
補
助
金
（
学
び
直
し
へ
の
支
援
）
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」

に
規
定
す
る
高
等
学
校
等
学
び
直
し
支
援
金
に
係
る
収
入
状
況
の
届
出
の
受
理
、
そ
の
届
出
に

係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
届
出
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

八
　
都
道
府

県
知
事
又
は

都
道
府
県
教

育
委
員
会

高
等
学
校
等
修
学
支
援
事
業
費
補
助
金
（
奨
学
の
た
め
の
給
付
金
）
交
付
要
綱
（
平
成
二
十
六

年
四
月
一
日
文
部
科
学
大
臣
決
定
）
に
規
定
す
る
高
等
学
校
等
に
係
る
奨
学
の
た
め
の
給
付
金

事
業
に
よ
る
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
「
高
等
学
校
等
修
学
支
援
事
業
費
補
助

金
（
奨
学
の
た
め
の
給
付
金
）
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」
（
令
和
六
年
四
月
一
日
文
部
科
学
省
初

等
中
等
教
育
局
長
決
定
）
に
規
定
す
る
給
付
金
の
給
付
に
係
る
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係

る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
も
の

九
　
都
道
府

県
知
事
又
は

都
道
府
県
教

育
委
員
会

高
等
学
校
等
修
学
支
援
事
業
費
補
助
金
（
専
攻
科
の
生
徒
へ
の
奨
学
の
た
め
の
給
付
金
）
交
付

要
綱
（
令
和
二
年
四
月
一
日
文
部
科
学
大
臣
決
定
）
に
規
定
す
る
高
等
学
校
等
専
攻
科
に
係
る

奨
学
の
た
め
の
給
付
金
事
業
に
よ
る
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
「
高
等
学
校
等

修
学
支
援
事
業
費
補
助
金
（
専
攻
科
の
生
徒
へ
の
奨
学
の
た
め
の
給
付
金
）
の
取
扱
い
に
つ
い

て
」
（
令
和
六
年
四
月
一
日
文
部
科
学
省
初
等
中
等
教
育
局
長
決
定
）
に
規
定
す
る
給
付
金
の

給
付
に
係
る
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す

る
応
答
に
関
す
る
も
の

十
　
文
部
科

学
大
臣

国
の
設
置
す
る
高
等
学
校
等
に
係
る
高
等
学
校
等
修
学
支
援
事
業
費
補
助
金
（
専
攻
科
の
生
徒

へ
の
修
学
支
援
）
交
付
要
綱
（
令
和
二
年
四
月
一
日
文
部
科
学
大
臣
決
定
）
に
規
定
す
る
高
等

学
校
等
専
攻
科
修
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の

一
　
「
国
の
設
置
す
る
高
等
学
校
等
に
係
る
高
等
学
校
等
修
学
支
援
事
業
費
補
助
金
（
専
攻
科

の
生
徒
へ
の
修
学
支
援
）
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」
（
令
和
六
年
四
月
一
日
文
部
科
学
省
初
等
中

等
教
育
局
長
決
定
）
に
規
定
す
る
高
等
学
校
等
専
攻
科
修
学
支
援
金
に
係
る
受
給
資
格
の
認
定

の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に

関
す
る
事
務

二
　
「
国
の
設
置
す
る
高
等
学
校
等
に
係
る
高
等
学
校
等
修
学
支
援
事
業
費
補
助
金
（
専
攻
科

の
生
徒
へ
の
修
学
支
援
）
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」
に
規
定
す
る
高
等
学
校
等
専
攻
科
修
学
支
援

金
に
係
る
収
入
状
況
の
届
出
の
受
理
、
そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
届

出
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

十
一
　
都
道

府
県
知
事
又

は
都
道
府
県

教
育
委
員
会

高
等
学
校
等
修
学
支
援
事
業
費
補
助
金
（
専
攻
科
の
生
徒
へ
の
修
学
支
援
）
交
付
要
綱
（
令
和

二
年
四
月
一
日
文
部
科
学
大
臣
決
定
）
に
規
定
す
る
高
等
学
校
等
専
攻
科
修
学
支
援
金
の
支
給

に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の

一
　
「
高
等
学
校
等
修
学
支
援
事
業
費
補
助
金
（
専
攻
科
の
生
徒
へ
の
修
学
支
援
）
の
取
扱
い

に
つ
い
て
」
（
令
和
六
年
四
月
一
日
文
部
科
学
省
初
等
中
等
教
育
局
長
決
定
）
に
規
定
す
る
高

等
学
校
等
専
攻
科
修
学
支
援
金
に
係
る
受
給
資
格
の
認
定
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る

事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

二
　
「
高
等
学
校
等
修
学
支
援
事
業
費
補
助
金
（
専
攻
科
の
生
徒
へ
の
修
学
支
援
）
の
取
扱
い

に
つ
い
て
」
に
規
定
す
る
高
等
学
校
等
専
攻
科
修
学
支
援
金
に
係
る
収
入
状
況
の
届
出
の
受

理
、
そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
届
出
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

十
二
　
都
道

府
県
知
事

「
特
定
疾
患
治
療
研
究
事
業
に
つ
い
て
」
（
昭
和
四
十
八
年
四
月
十
七
日
付
け
衛
発
第
二
百
四
十

二
号
厚
生
省
公
衆
衛
生
局
長
通
知
）
の
特
定
疾
患
治
療
研
究
事
業
実
施
要
綱
に
基
づ
く
特
定
疾

患
治
療
研
究
事
業
の
実
施
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
「
特
定
疾
患
治
療
研
究
事
業
の
実
務
上
の

取
扱
い
」
（
平
成
十
三
年
三
月
二
十
九
日
付
け
健
疾
発
第
二
十
二
号
厚
生
労
働
省
健
康
局
疾
病

対
策
課
長
通
知
）
に
規
定
す
る
医
療
給
付
の
申
請
若
し
く
は
医
療
受
給
者
証
に
係
る
事
項
の
変

更
の
届
出
（
以
下
こ
の
欄
に
お
い
て
「
申
請
等
」
と
い
う
。
）
の
受
理
、
そ
の
申
請
等
に
係
る

事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
等
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
も
の

附
　
則

こ
の
命
令
は
、
令
和
六
年
五
月
二
十
七
日
か
ら
施
行
す
る
。
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